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経営事項審査とは、建設業者の方が公共工事を直接請け負おうとする場合に受審が義務付けられて

いる建設業法に規定された審査制度です。

また、経営事項審査には有効期間があるため、常時公共工事を受注（発注者と契約を締結すること）

するためには、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後４か月以内を目安に経営事項審査を

受審することが必要です。

経営事項審査の総合評定値（Ｐ点）は、許可行政庁（国又は県）が審査を行った「経営規模等評価

結果」と登録経営状況分析機関が審査を行った「経営状況分析結果」から算出されます。

国・地方公共団体における入札参加資格審査においては、この総合評定値（客観点数）に各行政庁

が独自の基準で算出した主観点数を加減算し、入札参加資格の格付けが行われます。

（国又は県）
Ｘ１：完成工事高（業種別）

経営規模等評価 Ｘ２：自己資本額・利払前税引前償却前利益
Ｚ ：技術職員数・元請完成工事高（業種別）

経営事項審査 Ｗ ：その他の審査項目（社会性等）
（登録経営状況分析機関※）

経営状況分析 Ｙ ：負債抵抗力/収益性・効率性
財務健全性/絶対的力量

【入札参加資格審査】 総合評定値（Ｐ）
＋ 主 観 点 数 ＝ 総合点数（格付）

（客 観 点 数）

※登録経営状況分析機関とは、建設業法の規定に
基づき国土交通省の登録を受けた機関です。

なお、経営事項審査の提出書類に虚偽の記載をして提出したものについては、建設業法第２８条に

基づき監督処分の対象になります。また、場合によっては建設業法第５０条に基づき懲役・罰金等の

刑事罰に処せられるとともに、建設業の許可は取消しになります。（取消し後５年間許可を受けるこ

とはできません。）

＜建設業者と経営事項審査の関係＞

建設業許可を 公共工事等への 経 営 事 項 国や地方自治体
受 け た 者 入 札 参 加 を 審査の受審 等への入札参加

希 望 す る 者 申 請 書 提 出

総合評定値の請求

建 設 業 を
営 む 者

入 札 参 加 を 公共工事（元請）
希望しない者 以 外 の 工 事

建設業許可を ※
受けていない者 軽 微 な 工 事

※軽微な工事：500万円に満たない工事、建築一式工事は1,500万円に満たない工事又は延床面積

が150㎡に満たない木造住宅工事

１ 経営事項審査の概要
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(１) 審査基準日

原則として、経営事項審査を申請する日の直前の事業年度終了の日（直前の決算日）が審査基

準日となります。

また、新規設立業者で決算期が到来していない場合には、個人にあっては事業開始の日、法人

にあっては会社設立の日が審査基準日となります。

なお、特殊な事例（譲渡、合併、分割、相続）で経営事項審査を受審する場合は、事前に監理

課建設業班までお問い合わせください。

(２) 有効期間

経営事項審査の有効期間は、経営事項審査結果通知の発行日から有効となり、その通知を受け

た経営事項審査の審査基準日から１年７か月で満了となります。

申請の遅れにより結果通知書を受け取るのが遅れると、発注者から直接に公共工事を請け負う

ことができない期間が生じるので注意が必要です。

○有効期間が切れ目なく継続するケース（下表は決算後４か月で申請）

○申請が遅延したため、公共工事を請け負うことができない期間が発生するケース

（下表は決算後６か月で申請）

前年度決算日

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

当年度決算日

　　申　請
R4.9.30 R5.1.31 R5.3.31 R6.4.30

R5.9.30 R6.3.31
　　申　請

R6.5.31

←　６ヶ月　→

1年7か月

結果通知

有効期間

R7.4.30

1年7か月

有効期間

結果通知

申請が遅れたことにより、

有効期間に１か月の空白期

間が生じている。この間は

公共工事を直接請け負うこ

とはできません。

前年度決算日

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

当年度決算日
R6.3.31

1年7か月

結果通知

←　４ヶ月　→

R5.9.30 R6.1.31
　　申　請 R7.4.30

1年7か月

有効期間

結果通知

有効期間

R4.9.30 R5.1.31
　　申　請

R5.3.31 R6.4.30

有効期間（公共工事を

直接請け負うことがで

きる期間）が切れ目な

く継続できている
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(３) 審査項目

経営事項審査の項目は、①経営規模(Ｘ)、②経営状況(Ｙ)、③技術力(Ｚ)、④社会性等(Ｗ)

から成っており、それぞれの評点を基に、下記の式により総合評定値(Ｐ)を算出します。

総合評定値（Ｐ）＝０.２５Ｘ１＋０.１５Ｘ２＋０.２Ｙ ＋０.２５Ｚ ＋０.１５Ｗ

総合評定値(Ｐ) 最高点：２,１５９点、最低点：６点

項目区分 審査項目 項目区分ごとの点数 ウエイト 審査機関

①経営規模 （Ｘ１） Ｘ１ の点数

・工事種類別年間平均完成工事 最高点 最低点

高（直前２年又は直前３年の平均） 1,000億円 1,000万円 ０．２５

以上 未満

2,309 397
岡山県

（Ｘ２） Ｘ２ の点数

・自己資本額(審査基準日現在の額又 最高点 最低点 ０．１５

は直前２年の平均） 2,280 454

・利払前税引前償却前利益の額

②経営状況 ・負債抵抗力

（Ｙ） （純支払利息比率・負債回転期間）

・収益性・効率性

（総資本売上総利益率・売上高経常 Ｙの点数 登録経営

利益率） 最高点 最低点 ０．２０ 状況分析

・財務健全性 1,595 0 機関

（自己資本対固定資産比率・自己資本

比率）

・絶対的力量

（営業キャッシュフロー・利益剰余金）

③技術力 ・業種別技術職員数

（Ｚ） ・１級国家資格者のうち監理

技術者資格者証を有し監理

技術者講習を受講………………６点 Ｚの点数

・上記以外の１級国家資格者……５点 最高点 最低点 ０．２５

・監理技術者補佐…………………４点 2,441 456

・基幹技能者又はレベル４技能者…３点

・２級技術者(ﾚﾍﾞﾙ3技能者含む)………２点

・その他の技術者…………………１点

岡山県
・業種別元請完成工事高

④その他の ・建設工事の担い手の育成
審査項目 及び確保に関する取組の状況

(社会性等) ・建設業の営業継続の状況 Ｗの点数

（Ｗ） ・防災活動への貢献の状況 最高点 最低点 ０．１５

・法令遵守の状況 2,073 △1,837

・建設業の経理の状況 （令和5年8月14日以降を審査基準日

・研究開発の状況 とする申請)

・建設機械の保有状況
・国又は国際標準化機構が定めた規

格による認証又は登録の状況


